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Ⅰ 計画の策定にあたって
 

１ 計画策定の背景と趣旨

平成 （ ）年 月、教育基本法が制定後約 年を経て改正され、第 条第 項の

規定により、国には教育振興基本計画の策定が義務付けられました。また、同条第 項にお

いて、地方公共団体には国の計画を参酌し、地域の実情に応じた計画を定める努力義務が課

せられました。

本市では、平成 （ ）年 月に川越市教育振興基本計画（以下「第一次計画」という。）

を策定し、「生きる力と学びを育む川越市の教育」を基本理念として定め、重点的な施策を鋭

意実施する事により、きめ細かな教育活動を実施してまいりました。

各施策は毎年度行う「教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価」において、

教育に関し学識経験を有する外部委員から意見をいただきながら検証し、教育行政を実施し

てまいりました。

さらに、この間の社会状況は一層変化し、高度情報化・グローバル化※の進展や地球規模

の課題への対応が求められる一方で、地域社会や家族の在り方に変容が生じるなど、多様な

課題への対応が急務となっています。

国では、平成 （ ）年 月に「第 期教育振興基本計画」を閣議決定し、その中で、

「自立」「協働※」「創造」の つの理念の実現に向けた生涯学習社会の構築が必要であるこ

とを示しています。また、平成 （ ）年 月の地方教育行政の組織及び運営に関する法

律の一部改正などを通じて、今日の教育上の諸課題への対応を進めています。

また、埼玉県では、平成 （ ）年 月に「第 期生きる力と絆の埼玉教育プラン―

埼玉県教育振興基本計画―」を策定し、一人ひとりの「生きる力」を確実に伸ばす教育の推

進をはじめとし、一層の充実を掲げています。

本市においても、第一次計画における各施策は 年間、鋭意、その取組を進めてまいりま

したが、成果が見られる一方、継続して取組を充実させていく必要があるものも見受けられ、

これらを踏まえて、新たに第二次川越市教育振興基本計画を策定するものです。

 

 

 

 

※グローバル化：個人、企業などが、国内の範囲を超えて広く国際的に行動することによって、世界的
な市場やネットワークが進展すること。

※協働：市民、自治会等の公共的団体やＮＰＯなどの民間団体、企業や大学などの事業者及び行政が、
地域の課題に対し、それぞれの果たすべき役割と責任を自覚し、互いに認め合い、共通の目的に向か
って、ともに考え、協力し合って取り組んでいくこと。

Ⅰ　計画の策定にあたって

１　計画策定の背景と趣旨
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２ 計画の位置付け

本計画は、教育基本法第 条第 項の規定に基づいて策定する、本市における教育振興の

ための施策を総合的かつ計画的に推進するための基本的な計画です。

また、国・埼玉県の教育振興基本計画を参酌するとともに、上位計画である第四次川越市

総合計画や、本市の教育に関連する計画との整合を図り策定するものです。

■教育基本法〔抜粋〕

 
第 条 政府は、教育の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、教育の振興

に関する施策についての基本的な方針及び講ずべき施策その他必要な事項について、基本

的な計画を定め、これを国会に報告するとともに、公表しなければならない。

２ 地方公共団体は、前項の計画を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体におけ

る教育の振興のための施策に関する基本的な計画を定めるよう努めなければならない。

  
 

 

 

３ 計画の期間

本計画の期間は、平成 （ ）年度から平成 （ ）年度の 年間とします。

 

平成

23年度

平成

24年度

平成

25年度

平成

26年度

平成

27年度

平成

28年度

平成

29年度

平成

30年度

平成

31年度

平成

32年度

第二次川越市教育振興基本計画

川越市教育振興基本計画

策定

 
 

 

４ 教育分野の他の個別計画

 

・第三次川越市生涯学習基本計画

・第二次川越市文化芸術振興計画

・第四次川越市国際化基本計画

・第二次川越市生涯スポーツ振興計画

 

 

２　計画の位置付け

３　計画の期間

４　教育分野の他の個別計画

平成

23 年度

平成

24 年度

平成

25 年度

平成

26 年度

平成

27 年度

平成

28 年度

第二次川越市教育振興基本計画

川越市教育振興基本計画

平成

29 年度

平成

30 年度

平成

31 年度

平成

32 年度
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５ 教育を取り巻く社会状況の変化

 

（１）少子高齢化の進行

本市の総人口は平成 （ ）年に 人でピークを迎え、その後は減少に転じ、平

成 （ ）年には 人になると推計されています。

歳以下の年少人口は、平成 （ ）年の 人が平成 （ ）年には

人へと減少する一方、 歳以上の高齢者人口は、平成 （ ）年の 人が平成 （ ）

年には 人へと増加すると推計されています。

少子高齢化が進行する中で、一人ひとりが可能な限り自立に向けて取り組むとともに、持

てる力を最大限発揮し、社会の中で活躍できるよう、教育を推進していくことが求められま

す。

 

（２）情報化、グローバル化の進展

情報化、グローバル化が進展する中で、あらゆる分野で国際的な競争が激しさを増してい

ます。また、世界全体が知識基盤社会※へと移行する中で、知の量と質を確保することが一

層重要性を増しています。そして、異なる文化、価値観を理解し尊重し合いながら共存して

いくことが重要です。

ＩＣＴ※を活用した教育や英語教育の充実など、情報化、グローバル化、多文化共生※社会

に対応できる高度な知識・技能やコミュニケーション力・行動力などの能力を備えた人材の

育成に向けた取組が求められます。

 

（３）能力発揮機会の不均等

国籍を問わない人材採用の増加や終身雇用・年功序列の雇用慣行が変容する中で、従来の

ような安定した雇用環境が失われるとともに、企業内で行われてきた人材育成の機能の低下

も懸念されています。

また、雇用のミスマッチや非正規雇用の増加などを通じて、経済的格差が拡大しており、

この経済的格差が子どもたちの教育格差に影響するといった社会問題を生み出しています。

全ての人が持てる能力を発揮する機会を等しく与えられるよう、意欲ある全ての者への学

習機会の確保に向けた取組を、教育現場をはじめ、地域社会全体で実現していくことが求め

られます。

 

 

※知識基盤社会：一般的に知識が社会・経済の発展を駆動する基本的な要素となる社会を指す。類義
語としては、知識社会、知識重視社会、知識主導型社会などがある。  

※Ｉ Ｃ Ｔ ： の略 。 情報 （ ）や 通 信
（ ）に関する技術の総称。 

※多文化共生：国籍や民族などの異なる人々が、互いの文化的違いを認め合い、対等な関係を築こう
としながら、地域社会の構成員として共に生きていくこと。

（１）少子高齢化の進行

５　教育を取り巻く社会状況の変化

（２）情報化、グローバル化の進展

（３）能力発揮機会の不均等
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（４）地域社会、家族の変容

価値観やライフスタイルの多様化等により、地域社会とのつながりが希薄化しており、地

域の中での孤立化や、規範意識の低下が指摘されています。また、核家族化の進行により、

多様な世代との交流や体験の機会が減少しています。

一方で、東日本大震災を契機に、地域での助け合いやつながりの大切さが再認識され、地

域の絆づくりに向けた動きも活発化しています。

子どもたちの健全な育成と地域社会の発展に向けて、一人ひとりが積極的に地域と関わり、

つながりを強めていくとともに、地域の教育機能を有効に活用していくことが求められます。

 

（５）地球規模の課題への対応

環境・食糧・エネルギー問題や大規模災害など、現代社会は地球規模のさまざまな課題に

直面しています。

また、大量消費社会の進展は、物質的な豊かさをもたらす一方で、国家・地域間の格差や

環境破壊等を深刻化させてきました。

学校や家庭でも地球規模の課題を意識し、その対応に向けてできることから取り組む姿勢

が求められています。

 

（６）学校教育

これまで、次代を担う子どもたちの確かな学力、豊かな人間性、健康・体力といった知・

徳・体のバランスのとれた「生きる力」の育成に向けて、さまざまな取組を進めてきました。

しかしながら、学習意欲や規範意識の低下、学力・体力の二極化、いじめや不登校の問題

など、学校教育の現場ではさまざまな課題があります。

国においても、中央教育審議会※や教育再生実行会議※の中で、いじめ問題への対応や教育

委員会制度の在り方など、教育改革に向けての議論が活発に行われてきました。

子どもたちが自立し、健康で心豊かに生きていく力を身に付けるための取組を、学校・家

庭・地域が連携し、推進していくことが求められます。

 

（７）生涯学習

一人ひとりのライフステージ※や状況に応じて、いつでもどこでも学び、文化・スポーツ

活動に取り組める生涯学習社会の実現に向けて、さまざまな取組が進められてきましたが、

まだ十分ではない状況にあります。

誰もがいつでもどこでも学習活動や文化スポーツ活動に参加でき、またその取組の成果を

社会に生かしていくことが可能な生涯学習社会を目指していくことが求められます。

※中央教育審議会：教育、学術または文化に関する基本的な重要施策について調査審議し、及びこれ
らの事項に関して文部科学大臣に建議する審議会。  

※教育再生実行会議：第二次安倍内閣における教育提言を行う私的諮問機関で、教育委員会の抜本的
な見直し、グローバル化に対応した教育などを審議する会議。  

※ライフステージ：人間の一生における児童期、青年期、成人期、高齢期などのそれぞれの時期。

（４）地域社会、家族の変容

（５）地球規模の課題への対応

（６）学校教育

（７）生涯学習
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６ 第一次計画の成果と課題について

 

第一次計画の方向性Ⅰから方向性Ⅴについて、それぞれの成果と課題の概要は次のとおり

です。

 

方向性Ⅰ「生きる力を育む学校教育の推進」について

①生きる力と豊かな人間性を育む教育の推進

本市では、生きる力と豊かな人間性を育む教育の推進に向け、「川越市小・中学生学力向上

プラン※」に基づく学力向上対策の推進、いじめ・不登校対策の推進などの生徒指導の充実、

特別支援教育※や安全・体力向上の推進、そして、教職員の資質向上に向けた研修の充実な

どに取り組んでいます。

アンケート調査※では、保護者、市民が学校に期待する役割として、「基礎的・基本的な知

識や技能を身に付けさせること」「自ら考え、判断し、表現する力を身に付けさせること」「ル

ールやマナーを守ることを身に付けさせること」「思いやりや優しさなど豊かな心を育てるこ

と」等が高い割合となっています。

また、保護者が思う児童生徒の指導について大切なこととして、「ルールを守る、思いやり

の心をもつ、目標に向かって努力することなど人として大切なことを教えること」「児童生徒

が興味をもてるような、楽しくわかりやすい授業をすること」等が高い割合となっています。

今後も、引き続き、子どもたちの生きる力を育む教育の推進に向け、確かな学力や自立す

る力の育成、そして、豊かな心と健やかな体の育成を推進することが求められます。

 

 

※川越市小・中学生学力向上プラン：教育委員会と市立小・中学校が目標を共有し、本市の学校教育
のさらなる充実と子どもたち一人ひとりの学力向上を図ることを目指して策定したプラン。  

※特別支援教育：幼児児童生徒一人ひとりの教育的ニーズを把握し、その持てる力を高め、生活や学
習上の困難を改善または克服するため、適切な指導及び必要な支援を行うもので、特別な支援を必
要とする幼児児童生徒が在籍する全ての学校において実施されるもの。  

※アンケート調査：第二次川越市教育振興基本計画の策定に向けての基礎資料とするとともに今後の
教育施策等の推進に活用することを目的に平成 （ ）年 月～ 月に実施。対象は市立小学
校 年生及び市立中学校 年生の児童生徒の保護者 名、市立小・中学校校長及び教員 名、
歳以上の市民 名。 

６　第一次計画の成果と課題について

方向性Ⅰ「生きる力を育む学校教育の推進」について
①生きる力と豊かな人間性を育む教育の推進
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項目
平成

年度実績

平成

年度実績

平成

年度実績

平成

年度実績

小学校｢読む・書く」、「計算｣

達成率 ％以上の項目

（各学年 項目× 学年）

／ ／ ／ ―

中学校｢読む・書く」、「計算｣

達成率 ％以上の項目

（各学年 項目× 学年）

／ ／ ／ ―

小学校「規律ある態度」達成

率 ％以上の項目

（各学年 項目× 学年）

／ ／ ／ ／

中学校「規律ある態度」達成

率 ％以上の項目

（各学年 項目× 学年）

／ ／ ／ ／

資料：教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価報告書（平成 年度対象）

 

 

 

 

 

 

■新体力テスト総合評価（ 段階）で 段階以上の割合の推移

83.2 83.7
85.0 84.6 84.9

70

80

90

平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度

％

 
資料：教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価報告書（平成 年度対象）

※「規律ある態度」の項目

・登校時刻を守る ・あいさつをする ・学習準備をする

・授業開始時刻を守る ・返事をする ・話を聞き発表する

・靴そろえをする ・ていねいな言葉づかいをする ・集団の場での態度

・整理整頓をする ・やさしい言葉づかいをする ・掃除・美化活動

項目
平成 23
年度実績

平成 24
年度実績

平成 25
年度実績

平成 26
年度実績
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■小・中学校が、子どもに対してどのような役割を果たすことを期待するか【複数回答】

 

61.3

48.3

43.3

42.7

31.4

29.0

10.7

7.0

5.7

4.9

0.7

0.4

0.9

43.9

44.0

47.9

48.8

24.7

23.3

14.9

10.7

11.7

11.5

0.9

0.5

1.1

0 20 40 60 80

基礎的・基本的な知識や技能を身に付けさせること

自ら考え、判断し、表現する力を身に付けさせること

ルールやマナーを守ることを身に付けさせること

思いやりや優しさなど豊かな心を育てること

社会生活に役立つ力を身に付けさせること

自立心や自主性、たくましさを身に付けさせること

生きる指針や夢を育むこと

個性を伸ばすこと

創造力（アイディア、発想力）を伸ばすこと

望ましい食習慣や体力を身に付けさせること

その他

特に期待することはない

無回答

％

保護者（n=1,657）

市民（n=643）

 

資料：アンケート調査結果（小・中学校保護者、市民対象／平成 年実施）
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■児童生徒の指導について大切なこと【複数回答】

 

64.8

52.4

31.8

29.8

26.1

25.6

18.8

14.5

10.7

4.3

3.8

0.0

0.7

0 20 40 60 80 ％

保護者（n=1,657）

ルールを守る、思いやりの心をもつ、目標に向かって努力することなど、人

として大切なことを教えること

児童生徒が興味をもてるような、楽しく、わかりやすい授業をすること

繰り返し学習などで基礎的・基本的な内容を身に付けさせること

自分で調べたり、体験を通じて「気づき」が得られたりするような指導を充

実すること

学習規律（私語をしない、時間を守る等）、クラスの秩序をきちんとすること

クラスやグループで助け合ったり、教え合ったりする機会を充実させること

ノートのとり方や予習・復習の仕方など、学習方法に関する指導を充実す

ること

児童生徒の個性を見つけ、一人ひとりを伸ばす指導を充実すること

知識や技術を活用する力を身に付けさせること

生活で心がけるべきこと、気を付けるべきことなどを教える生活指導を充実

すること

受験等への対応として、「解法テクニック」などの指導を充実すること

その他

無回答

 
資料：アンケート調査結果（小・中学校保護者対象／平成 年実施）

 
 

■今後さらに充実させるべき教育施策（上位 項目）【複数回答】

 

40.0

39.6

29.2

24.0

18.1

0 10 20 30 40 50

教職員の資質向上

児童生徒の学力の育成

学校施設の整備・充実

英語教育及び国際理解教育の推進

豊かな心を育む道徳教育・人権教育の充実

％

保護者（n=1,657）

 

資料：アンケート調査結果（小・中学校保護者対象／平成 年実施）
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②安全・安心で質の高い教育を支える教育環境の整備・充実

本市では、安全・安心で質の高い教育を支える教育環境の整備・充実に向け、大規模改造

工事やトイレ改修工事などの学校施設の整備・充実、食育※の推進や給食内容の充実などの

学校給食の充実、市立川越高等学校の将来構想の検討と推進、教育センターの充実などに取

り組んでいます。

また、東日本大震災の教訓も踏まえ、学校施設の耐震化をはじめとする安全・安心の確保

に向けた取組を進めてきました。

アンケート調査では、今後導入すべき施策として、保護者、教員、市民ともに、「防災、防

犯などの安全・安心に配慮した教育環境づくり」と回答する割合が高くなっています。

今後は、施設面のみならず、安全教育なども推進していくことが求められます。

 

項目
平成

年度実績

平成

年度実績

平成

年度実績

平成

年度実績

大規模改造工事の推進 ％

資料：教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価報告書（平成 年度対象）

 

■耐震補強工事実施率

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：平成 年度川越市の教育

※食育：生涯を通じて健全な食生活を実践するために、正しい知識と望ましい食習慣を身に付けると
ともに、食文化を継承し、自然の恵みなどを理解するもの。

0

20

40

60

80

100

H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24

実施率（％）

（年度）

項目
平成 23
年度実績

平成 24
年度実績

平成 25
年度実績

平成 26
年度実績
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■今後、導入すべき施策【複数回答】

21.7

18.5

17.4

18.3

18.6

10.0

41.0

45.7

4.1

5.5

2.1

47.0

8.4

13.6

21.4

17.2

6.9

47.6

9.9

11.1

4.2

1.2

20.5

19.4

19.0

22.9

25.5

10.6

46.3

38.7

1.7

6.5

3.4

0 10 20 30 40 50

学校の児童生徒数が「多すぎる」、あるいは「少なすぎる」といった差の解消

市内のどの学校にも行けるようにする学校選択の自由化

隣接学校選択制度の見直し

小中一貫校設立の推進

特定の分野（語学、理系科目、スポーツなど）に力を入れた特色ある学校づくり

子どもの通学の利便性に配慮したスクールバスの運行

防災、防犯などの安全・安心に配慮した教育環境づくり

土曜授業の実施など授業日の見直し

その他

わからない

無回答

％

保護者（n=1,657）

教員（n=332）

市民（n=643）

 
資料：アンケート調査結果（小・中学校保護者、教職員、市民対象／平成 年実施）
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方向性Ⅱ「活力ある地域を創る生涯学習の推進」について

本市では、活力ある地域を創る生涯学習の推進に向けて、公民館等の社会教育事業や、学

校・家庭・地域が連携した子どもサポート事業※など、さまざまな取組を行っています。

人の参加を目標とした子どもサポート事業では、平成 （ ）年度には 倍強の

人の参加がありました。生涯学習事業（公民館主催事業）への参加者数については、

平成 （ ）年度から平成 （ ）年度にかけてはほぼ現状を維持し、図書館の蔵書数

や、博物館の収蔵資料点数については、平成 （ ）年度から平成 （ ）年度にかけ

て着実に増加するなど、おおむね堅調に推移しています。

アンケート調査では、公民館において学びたいことについて、「健康・スポーツ」が ％

と最も高く、次いで「趣味的なもの」が ％となっています。

今後も、引き続き、活力ある地域を創る生涯学習の推進に向けて、地域住民、団体等との

連携強化を図るとともに、ニーズに合った活動メニューの提供や情報提供などの支援の充実

を図ることが求められます。

 

項目
平成

年度実績

平成

年度実績

平成

年度実績

平成

年度実績

子どもサポート事業

への参加者数
人

生涯学習事業参加

者数（公民館）
人

蔵書数 冊

博物館の収蔵資料

点数
点

資料：教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価報告書（平成 年度対象）

 

■公民館において学びたいこと【複数回答】

44.8

41.5

26.0

23.5

19.6

16.2

15.1

10.9

10.1

4.4

1.1

21.0

2.6

0 10 20 30 40 50

健康・スポーツ（健康法、医学、栄養、ジョギング、水泳など）

趣味的なもの（音楽、美術、華道、舞踊、書道など）

教養的なもの（文学、歴史、科学、語学、社会問題など）

家庭生活に役立つ技能（料理、洋裁、和裁、編み物など）

パソコン・インターネットに関すること

職業上必要な知識・技能（仕事に関係のある知識の習得や資格の取得など）

自然体験や生活体験などの体験活動

ボランティア活動やそのために必要な知識・技能

育児・教育（幼児教育、教育問題など）

学校（高校・専修・各種学校、大学、大学院など）の正規過程での学習

その他

特にない

無回答

％

市民（n=643）

 

資料：アンケート調査結果（市民対象／平成 年実施）

 

 

※子どもサポート事業：子どもたちの豊かな人間性や社会性など「生きる力」を育むため、家庭、学
校、地域及び社会教育施設が連携・協力し、人と人とのネットワークを構築しながら、地域ぐるみ
で子どもたちを育てる体制を作ることを目的とする。市内を 地区に分け、地域の特色を生かした
さまざまな体験活動を提供する「地域子ども応援団活動」と学校教育を支援する「学校応援団活動」
を大きな二つの柱として取り組む事業。

項目
平成 23
年度実績

平成 24
年度実績

平成 25
年度実績

平成 26
年度実績

方向性Ⅱ「活力ある地域を創る生涯学習の推進」について
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■博物館・蔵造り資料館・川越城本丸御殿入館者数の推移

137,452
130,592

136,289 136,669

77,163

90,746 94,318 91,357
98,205

70,100 72,211 74,968 78,631 78,246

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度

人

川越城本丸御殿

博物館

蔵造り資料館

 
 

資料：「館報 平成 年度」（川越市立博物館）
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方向性Ⅲ「歴史文化の継承と新しい市民文化の創造」について

本市では、歴史の中で守り伝えられてきた貴重な財産である文化財※の保護等を通して、

歴史文化の継承に取り組んでいます。

また、さまざまな市民や団体との連携・協働により、文化芸術の振興を図るとともに、本

市にふさわしい新たな文化芸術の創造を支援しています。

アンケート調査では、「郷土愛や地域文化の継承」について、学校・家庭・地域それぞれの

役割の中で、「地域の役割」が特に重要と考える割合が高くなっています。

今後も、本市に残された文化財の保存と活用に努めるとともに、積極的に情報発信をして、

市民や団体等と連携・協働し、本市文化芸術の活性化に向けた取組を推進していくことが求

められています。

 

項目
平成

年度実績

平成

年度実績

平成

年度実績

平成

年度実績

指定等文化財数 件

伝統的建造物の修理

件数累計
件

文化芸術団体との協

働による文化芸術事

業件数

件

資料：教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価報告書（平成 年度対象）

 

■地域の役割（上位 項目）【複数回答】

67.1

61.4

57.4

34.6

17.1

0 20 40 60 80

郷土愛や地域文化の継承

いろいろな人と協力する力

ボランティア活動に関わろうとする意欲・能力

コミュニケーション能力

思いやり

％

保護者（n=1,657）

 
資料： アンケート調査結果（小・中学校保護者対象／平成 年実施）

 

 

 

 

※文化財：「文化財保護法」「埼玉県文化財保護条例」「川越市文化財保護条例」における文化財とは、
建造物・美術工芸品の有形文化財、演劇・音楽・工芸技術等の無形文化財、風俗慣習・民俗芸能等
の無形の民俗文化財とそれに用いられる衣服・器具等の有形の民俗文化財、史跡・名勝・天然記念
物等の記念物、文化的景観、伝統的建造物群等をいう。

項目
平成 23
年度実績

平成 24
年度実績

平成 25
年度実績

平成 26
年度実績

方向性Ⅲ「歴史文化の継承と新しい市民文化の創造」について
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方向性Ⅳ「多文化共生と国際交流・協力の推進」について

本市では、異なる文化を理解し、相互に尊重し、相互に助け合うことができるよう、交流

や国際理解教育※を通じて共生意識の醸成を図っています。

共生意識の醸成に向けて、英語版広報川越の発行や、外国籍市民会議※の開催などを定期

的に行っており、順調に進捗しています。

また、国際交流センターの活用や国際交流・協力に取り組む市民団体との協働・連携など、

多様な取組を展開しています。

アンケート調査では、さらに充実させた方がよいと思われる教育施策の上位に「英語教育

及び国際理解教育」が挙がっています。

今後も、多文化共生と国際交流・協力の推進に向けて、市民や団体等との協働・連携を進

めるとともに、継続的な活動支援の充実を図ることが求められます。

 

 

項目
平成

年度実績

平成

年度実績

平成

年度実績

平成

年度実績

英語版広報川越の発行 回

外国籍市民会議の開催 回

国際交流センター利用人

数（開館日 日あたりの人

数）

人

市民団体と連携した講座

等の延べ参加者数
人

資料：教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価報告書（平成 年度対象）

 

■さらに充実させた方がよいと思われる教育施策（上位 項目）【複数回答】

37.8

34.7

24.0

0 10 20 30 40

豊かな心を育む道徳教育・人権教育の充実

教職員の資質向上

英語教育及び国際理解教育の推進

％

市民（n=643）

 

資料： アンケート調査結果（市民対象／平成 年実施）

 

 

 

 

※国際理解教育：国際化した社会で、主体的に行動できる児童生徒の育成を目指すために、日本の文
化や伝統等の認識を深め、異文化を理解し世界の人々と協調できる資質や能力を育成する。

※外国籍市民会議：外国籍市民が市政に対して意見等を述べる機会を確保するため設けられた会議。

項目
平成 23
年度実績

平成 24
年度実績

平成 25
年度実績

平成 26
年度実績

方向性Ⅳ「多文化共生と国際交流・協力の推進」について
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方向性Ⅴ「生涯スポーツの推進」について

本市では、スポーツ活動へのきっかけをつくり、それを継続していけるよう、魅力あるス

ポーツ教室や大会等の充実を図ってきました。また、誰もがいつでも、どこでもスポーツ活

動に取り組めるよう、各地域で自主的に運営する総合型地域スポーツクラブ※の設置・運営

を支援しています。

市民のニーズに合わせ、適切な指導を行うことができるよう講習会等を通じて指導者の養

成を図り、活用を進めています。また、スポーツ活動の場の確保に向けて、既存施設の計画

的な整備・改修等を行っています。

今後も、市民の誰もがいつでも気軽に自分に合ったスポーツ活動を楽しめるよう、スポー

ツ環境の基盤づくりを推進することが求められます。

 

項目
平成

年度実績

平成

年度実績

平成

年度実績

平成

年度実績

総合型地域スポーツクラブ

数
件

スポーツ実施率（成人の月

回以上のスポーツ実施

率）

％

指導者養成講習会実施団

体数
団体

スポーツ少年団スポーツリ

ーダー養成講習会
人

主な運動施設の修繕件数 件

資料：教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価報告書（平成 年度対象）

 

■川越運動公園の利用状況の推移

57,825
60,462

41,389

65,379
63,18363,091

58,342 60,965 60,185 60,681

129,942

169,372 169,268

129,534

163,306

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度

人

陸上競技場

テニスコート

総合体育館

 

資料：公益財団法人川越市施設管理公社（経営状況説明書）

 

 
 

※総合型地域スポーツクラブ：子どもから高齢者まで、さまざまなスポーツを愛好する人々が、誰で
も参加できるという主旨で、地域住民により自主的・主体的に、運営されるスポーツクラブ。

項目
平成 23
年度実績

平成 24
年度実績

平成 25
年度実績

平成 26
年度実績

方向性Ⅴ「生涯スポーツの推進」について

 

方向性Ⅴ「生涯スポーツの推進」について

本市では、スポーツ活動へのきっかけをつくり、それを継続していけるよう、魅力あるス

ポーツ教室や大会等の充実を図ってきました。また、誰もがいつでも、どこでもスポーツ活

動に取り組めるよう、各地域で自主的に運営する総合型地域スポーツクラブ※の設置・運営

を支援しています。

市民のニーズに合わせ、適切な指導を行うことができるよう講習会等を通じて指導者の養

成を図り、活用を進めています。また、スポーツ活動の場の確保に向けて、既存施設の計画

的な整備・改修等を行っています。

今後も、市民の誰もがいつでも気軽に自分に合ったスポーツ活動を楽しめるよう、スポー

ツ環境の基盤づくりを推進することが求められます。

 

項目
平成

年度実績

平成

年度実績

平成

年度実績

平成

年度実績

総合型地域スポーツクラブ

数
件

スポーツ実施率（成人の

月 回以上のスポーツ実

施率）

％

指導者養成講習会実施団

体数

団

体

スポーツ少年団スポーツリ

ーダー養成講習会
人

主な運動施設の修繕件数 件

資料：教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価報告書（平成 年度対象）

 

■川越運動公園の利用状況の推移

57,825
60,462

41,389

65,379
63,18363,091

58,342 60,965 60,185 60,681

129,942

169,372 169,268

129,534

163,306

0

20,000
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60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度

人

陸上競技場

テニスコート

総合体育館

 

資料：公益財団法人川越市施設管理公社（経営状況説明書）

 

 
 

※総合型地域スポーツクラブ：子どもから高齢者まで、さまざまなスポーツを愛好する人々が、誰で
も参加できるという主旨で、地域住民により自主的・主体的に、運営されるスポーツクラブ。
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方向性Ⅴ「生涯スポーツの推進」について

本市では、スポーツ活動へのきっかけをつくり、それを継続していけるよう、魅力あるス

ポーツ教室や大会等の充実を図ってきました。また、誰もがいつでも、どこでもスポーツ活

動に取り組めるよう、各地域で自主的に運営する総合型地域スポーツクラブ※の設置・運営

を支援しています。

市民のニーズに合わせ、適切な指導を行うことができるよう講習会等を通じて指導者の養

成を図り、活用を進めています。また、スポーツ活動の場の確保に向けて、既存施設の計画

的な整備・改修等を行っています。

今後も、市民の誰もがいつでも気軽に自分に合ったスポーツ活動を楽しめるよう、スポー

ツ環境の基盤づくりを推進することが求められます。

 

項目
平成

年度実績

平成

年度実績

平成

年度実績

平成

年度実績

総合型地域スポーツクラブ

数
件

スポーツ実施率（成人の月

回以上のスポーツ実施

率）

％

指導者養成講習会実施団

体数
団体

スポーツ少年団スポーツリ

ーダー養成講習会
人

主な運動施設の修繕件数 件

資料：教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価報告書（平成 年度対象）

 

■川越運動公園の利用状況の推移
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資料：公益財団法人川越市施設管理公社（経営状況説明書）

 

 
 

※総合型地域スポーツクラブ：子どもから高齢者まで、さまざまなスポーツを愛好する人々が、誰で
も参加できるという主旨で、地域住民により自主的・主体的に、運営されるスポーツクラブ。
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Ⅱ 計画の基本方針
 

１ 基本理念

平成 （ ）年度から平成 （ ）年度を計画期間とした第一次計画において、「生

きる力と学びを育む川越市の教育」を基本理念として定めました。

この間、国において段階的に実施された学習指導要領※の改訂の基本的な考え方は、「生き

る力」を一層育むことを目指しており、埼玉県でも、第 期埼玉教育プランの基本理念を継

承した「第 期生きる力と絆の埼玉教育プラン」を策定しております。

また、アンケート調査においても、こうした「生きる力」の育成に関する項目の重要度が

高くなっています。

このようなことから、子どもたちの健全な育成にあたっては、中長期的視点に立って、継

続性をもって取り組むことが重要であり、第二次川越市教育振興基本計画においても、基本

理念や つの目標、 つの方向性については第一次計画を継承することとします。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生きる力と学びを育む川越市の教育
 

※学習指導要領：学習指導要領は、文部科学省が告示する教育課程の基準である。小学校、中学校、
中等教育学校、高等学校、特別支援学校の各学校が各教科等で教える内容を、学校教育法の規定に
従い定めたもの。

生きる力と学びを育む川越市の教育

Ⅱ　計画の基本方針

１　基本理念
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生きる力と学びを育む川越市の教育
 

※学習指導要領：学習指導要領は、文部科学省が告示する教育課程の基準である。小学校、中学校、
中等教育学校、高等学校、特別支援学校の各学校が各教科等で教える内容を、学校教育法の規定に
従い定めたもの。

 

 

２ ３つの目標

基本理念の実現に向けて、次の つの目標を掲げます。

 

１ 次代を担いたくましく生きる児童生徒の育成

子どもたちが、変化の激しい社会を意欲的にたくましく生き抜くためには、生涯にわたり

自身に必要な知識や能力を認識し、身に付け、他者とのかかわり合いや実生活の中で応用し、

実践できる主体的・能動的な力を育むことが重要です。

そこで、本市では「志を高くもち、自ら学び考え、行動する子ども」の育成を目指し、教

育委員会と学校がさまざまな取組を計画的・継続的に進めていきます。

そのために、「何を教えるのか」という視点に加え、「どのように学ぶか」という視点も重

視し、新たな形態の学習指導の推進を図るとともに、学習環境の整備・充実を進めることで

子どもたちの確かな学びを保障していきます。

また、学校内外において、家庭・地域社会と連携し、さまざまな体験が得られる機会を充

実させ、自己肯定感や社会性・規範意識を醸成し、子どもたち自身の志や意欲を高める教育

を推進します。

 

２ ふれあいと思いやりのある地域社会の実現

子どもたちが基礎的・基本的な知識や技能を習得し、地域社会を構成していく市民として

の資質を身に付けていくためには、地域に暮らす異年齢や異世代の人たちと大いに交流する

とともに、自然とのふれあいを通して、自然に対する畏敬の念などを醸成していくことも必

要であり、その中で思いやりのある心も育まれます。

また、基本的人権は憲法に保障された権利であり、市民一人ひとりの人権意識の高揚と差

別意識の解消に向けた教育・啓発を図るとともに、 学校や地域における人権教育指導者※の

養成を通して、人権教育※を推進します。

 

３ 心豊かで生きがいを持てる市民社会の実現

市民一人ひとりが、自発的な意思に基づいて行う、生涯学習、文化芸術活動、スポーツ活

動、国際協力等に関わる活動は、個人の生きがいを高めるだけでなく、人と人とのふれあい

を加速度的に広げていきます。

また、川越は小江戸と呼ばれ、伝統文化の息づくまちであり、この伝統文化を支援活用す

ることにより、地域のコミュニティ意識を高めていくことが期待されています。

さらに、学習や活動の成果を地域社会や学校教育への支援として還元していくことができ

れば、地域の活性化に結び付いていきます。

 

 
※人権教育指導者：人権一般の普遍的な視点からの取組、具体的な人権課題に即した個別的な視点から
の取組を推進するための指導者。広い識見を持ち、各人権課題について幅広い知識を持つ。  

※人権教育：人権尊重の精神の涵養を目的とする教育活動で学校教育及び社会教育を通じて推進される。

２　３つの目標

１　次代を担いたくましく生きる児童生徒の育成

２　ふれあいと思いやりのある地域社会の実現

３　心豊かで生きがいを持てる市民社会の実現
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３ ５つの方向性

基本理念と つの目標を踏まえ、次の つの方向性に沿って施策を推進します。

 

Ⅰ 生きる力を育む学校教育の推進

将来を担う児童生徒の「生きる力」を育むため、教育内容と教育方法の工夫改善などによ

り、児童生徒一人ひとりの個性を生かす教育の充実を目指すとともに、社会の変化に対応し

た教育環境の整備・充実を図ります。また、家庭、地域と学校の連携を深めます。

 

Ⅱ 活力ある地域を創る生涯学習の推進

市民の誰もが生涯を通じて、それぞれの関心と必要に応じた学習を行い、自分自身の生き

がいの追求や暮らし方を再発見できるよう、生涯学習の環境整備を進めます。さらに、その

学習成果を地域で生かせるしくみをつくり、市民と行政の協働による活力ある地域を創造し

ていきます。

 

Ⅲ 歴史文化の継承と新しい市民文化の創造

先人から受け継いだ豊かな歴史的文化は、本市の誇りであり市民の宝です。これを次世代

に継承するとともに、新たな文化芸術を創造するため、市民の文化芸術活動を支援します。

また、身近なところで文化芸術に親しめる環境を整えていきます。

 

Ⅳ 多文化共生と国際交流・協力の推進

外国籍市民を含めた全ての市民が共生する多様性に富んだ地域社会を築くために、お互い

の文化や価値観を正しく理解できるよう支援するとともに、市民の国際理解を促進し、国際

感覚に優れた市民の育成に努め、国際交流から国際協力への進展を目指します。

 

Ⅴ 生涯スポーツの推進

市民が身近なところで気軽にスポーツ・レクリエーションに親しみ、これらを通して心身

ともに健康で豊かな生活を送ることができる生涯スポーツ社会の実現を目指します。

 

 

３　５つの方向性

Ⅰ　生きる力を育む学校教育の推進

Ⅱ　活力ある地域を創る生涯学習の推進

Ⅲ　歴史文化の継承と新しい市民文化の創造

Ⅳ　多文化共生と国際交流・協力の推進

Ⅴ　生涯スポーツの推進
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３ ５つの方向性

基本理念と つの目標を踏まえ、次の つの方向性に沿って施策を推進します。

 

Ⅰ 生きる力を育む学校教育の推進

将来を担う児童生徒の「生きる力」を育むため、教育内容と教育方法の工夫改善などによ

り、児童生徒一人ひとりの個性を生かす教育の充実を目指すとともに、社会の変化に対応し

た教育環境の整備・充実を図ります。また、家庭、地域と学校の連携を深めます。

 

Ⅱ 活力ある地域を創る生涯学習の推進

市民の誰もが生涯を通じて、それぞれの関心と必要に応じた学習を行い、自分自身の生き

がいの追求や暮らし方を再発見できるよう、生涯学習の環境整備を進めます。さらに、その

学習成果を地域で生かせるしくみをつくり、市民と行政の協働による活力ある地域を創造し

ていきます。

 

Ⅲ 歴史文化の継承と新しい市民文化の創造

先人から受け継いだ豊かな歴史的文化は、本市の誇りであり市民の宝です。これを次世代

に継承するとともに、新たな文化芸術を創造するため、市民の文化芸術活動を支援します。

また、身近なところで文化芸術に親しめる環境を整えていきます。

 

Ⅳ 多文化共生と国際交流・協力の推進

外国籍市民を含めた全ての市民が共生する多様性に富んだ地域社会を築くために、お互い

の文化や価値観を正しく理解できるよう支援するとともに、市民の国際理解を促進し、国際

感覚に優れた市民の育成に努め、国際交流から国際協力への進展を目指します。

 

Ⅴ 生涯スポーツの推進

市民が身近なところで気軽にスポーツ・レクリエーションに親しみ、これらを通して心身

ともに健康で豊かな生活を送ることができる生涯スポーツ社会の実現を目指します。

 

 

４　計画の全体像
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５ 施策の体系

方向性Ⅰ 生きる力を育む学校教育の推進

施策 施策の柱 細施策

施策１

確かな学

力と自立

する力の

育成

（１）確かな学力

の育成

①学力向上対策の推進 ②各学校の課題に応じた学校支援事業の推進

③科学わくわくラーニングプログラム事業の推進

（２）校種間連携

の推進

①小学校・中学校連携の推進 ②中学校・市立川越高等学校連携の推

進 ③幼稚園・保育園・小学校連携の推進

（３）グローバル

化に対応する教育

の推進

①英語指導助手（ＡＥＴ）の配置事業の充実 ②小学校外国語活動の

推進 ③小学校・中学校英語教育の充実 ④国際理解教育の推進

（４）進路指導・

キャリア教育の充

実

①地域・関係機関と連携した社会体験活動の充実

（５）情報教育の

推進

①ＩＣＴ教育の推進 ②情報モラル教育の推進 ③コンピュータ施

設・設備の充実と活用

（６）特別支援教

育の充実

①就学支援委員会の充実 ②一人ひとりのニーズに応じた指導や支援

の充実 ③特別支援教育の理解・啓発の推進 ④市立特別支援学校の

センター的機能の充実

施策２

豊かな心

と健やか

な体の育

成

（１）豊かな心を

育む教育の推進

①道徳教育の充実 ②規律ある態度の育成の推進 ③読書活動の充実

④市立図書館司書等による読み聞かせの推進 ⑤市立図書館から学校

への図書貸出の推進

（２）生徒指導の

充実

①いじめ防止対策の推進 ②不登校対策の推進 ③教育相談の充実

④いきいき登校サポートプランの推進

（３）健康の保持

増進と安全・体力

向上の推進

①学校保健活動の推進 ②食育の推進 ③体力向上の推進 ④安全・

防災教育の推進

施策３

質の高い

教育を支

える教育

環境の充

実

（１）教職員の資

質向上

①経験・職能別研修の充実 ②管理職等研修の充実 ③奨励研修の充

実 ④若手・中堅教員の育成 ⑤大学等進学指導力向上研修の推進

（２）学習環境の

整備・充実

①大規模改造工事等学校施設の整備の推進 ②普通教室への空調設備

の設置 ③学校図書館の充実 ④教育機会均等化のための支援

（３）学校給食の

充実
①給食内容の充実 ②学校給食施設の整備

（４）市立川越高

等学校の改革・充

実

①市立川越高等学校将来構想の検討と推進 ②市立川越高等学校教育

環境の整備・充実

（５）教育センタ

ーの充実

①教育センターの整備・開放の充実 ②保護者・地域との連携研修の

充実

（６）地域に開か

れた特色ある学校

づくりの推進

①学校評議員制度の充実 ②地域人材活用事業の充実 ③日本語指導

ボランティアの充実 ④学校評価の活用

（７）小・中学校

の適正規模・適正

配置

①小・中学校の適正規模・適正配置等の検討

方向性Ⅱ 活力ある地域を創る生涯学習の推進

施策 施策の柱 細施策

施策１

家庭・地域

の教育力

の向上

（１）家庭への支

援
①家庭教育の支援 ②学童保育の充実

（２）地域の教育

力の向上

①学校・家庭・地域の連携推進 ②社会教育関係団体への支援 ③地域

の教育活動への支援

施策２

生涯学習

活動の推

進

（１）生涯学習を

推進する基礎づ

くり

①生涯学習を推進するための体制の充実 ②市民参加の体制の充実

（２）市民の学習

ニーズの把握及

び生涯学習情報

の充実

①学習ニーズの把握 ②市民が利用しやすい生涯学習情報の提供

５　施策の体系

施策

施策

施策の柱

施策の柱

細施策

細施策
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施策 施策の柱 細施策

施策２

生涯学習

活動の推

進

（３）社会の変化

に応じた学習機

会の提供

①ライフステージにおける課題の学習 ②現代的課題の学習

（４）人権施策の

推進

①人権教育の充実 ②人権啓発資料の活用 ③人権教育指導者の養成

④関係機関・団体等との連携

（５）身近な学習

施設の整備・運営
①公民館の設置 ②既存公民館の整備・運営

（６）市立図書館

の充実

①図書館サービスの充実 ②図書館資料・情報提供サービス機能の充実

③図書館を活用した学習活動の推進

（７）博物館の整

備・充実

①展示機能の充実 ②郷土資料の収集・保存 ③教育普及事業の充実と学

校教育との連携強化 ④博物館・蔵造り資料館の整備

（８）高等教育機

関との連携の推

進

①高等教育機関との連携体制の充実 ②共催による講座等の充実

方向性Ⅲ 歴史文化の継承と新しい市民文化の創造

施策 施策の柱 細施策

施策１

文化財の

保護と文

化芸術活

動の充実

（１）文化財の保

護

①文化財指定等による保護 ②文化財保護意識の啓発 ③無形民俗文化

財の保存と後継者の育成 ④有形文化財の保存と活用

⑤重要伝統的建造物群保存地区の保存整備事業の充実 ⑥河越館跡の整

備・活用 ⑦山王塚古墳の整備

（２）文化芸術の

振興

①連携・協働による新たな文化芸術の創造 ②若い世代が文化芸術事業

に参加しやすいしくみづくり

（３）文化芸術に

触れる機会づく

り

①文化芸術が身近にある環境づくり ②子どもたちが文化芸術に親し

む機会づくり

（４）文化芸術活

動への支援と文

化交流の促進

①文化芸術活動への支援 ②文化芸術活動の場の整備 ③文化交流の促

進

（５）美術館の充

実

①展覧会等の充実 ②創作活動・発表の場の提供 ③教育普及事業の充実

と学校教育との連携強化

方向性Ⅳ 多文化共生と国際交流・協力の推進

施策 施策の柱 細施策

施策１

多文化共

生と国際

交流・協力

の推進

（１）誰もが暮ら

しやすい多文化

共生のまちづく

りの推進

①共生意識を醸成するための相互理解の推進 ②外国籍市民への支援

（２）国際感覚に

優れた市民の育

成

①人材の発掘と育成 ②国際交流に関係する市民団体等との協力と連

携

（３）姉妹・友好

都市交流の充実

①姉妹・友好都市との交流事業の充実 ②さまざまな地域との新たな交

流の創出

方向性Ⅴ 生涯スポーツの推進

施策 施策の柱 細施策

施策１

生涯スポ

ーツの推

進

（１）スポーツ活

動の推進

①総合型地域スポーツクラブの設置・育成 ②スポーツ教室・大会等の

充実

（２）スポーツ環

境基盤整備

①スポーツ指導者等の養成・活用 ②スポーツ施設の整備・充実 ③学

校体育施設の活用

  

施策

施策

施策

施策

施策の柱

施策の柱

施策の柱

施策の柱

細施策

細施策

細施策

細施策
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